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静岡市教職員の懲戒処分等の公表について 

 

静岡市教育委員会は、教職員の懲戒処分を次のとおり行いました。 

 

１ 懲戒処分の概要 

(1)  所 属 の 種 別：小学校 

(2)  学校の所在する区別：葵区 

(3) 職       名：教諭 

(4)  年       代：40代 

(5) 性       別：男性 

(6) 事 由：信用失墜行為（個人情報の漏えい） 

教諭は、専門知識をもった特定の児童の保護者に対して、生徒指導

上の助言を受けるため、他の児童や保護者についての複数の個人情

報を漏えいさせた。 

漏えいさせていた期間は、約１年５カ月にわたる。漏えいした内容

は、児童の特殊な家庭環境や保護者の特性等についてであった。 

その保護者が当時の校長に報告したことで、本件は発覚した。 

しかし、その保護者は、聞かされた個人情報を他言しなかったため、

情報は拡散していない。 

(7) 内 容：戒告 

(8) 年 月 日：令和５年４月 25日 

 

２ 監督者への措置の概要 

当時の校長は、現在、管理監督職でないため、措置は行わない。 

 

【教育長コメント】 

今回の不祥事は、市民の皆様の学校教育に対する信頼を著しく失うものであり、児童生

徒、保護者及び市民の皆様に、深くお詫び申し上げます。 

市教育委員会といたしましては、このことを大変重く受け止め、教職員としての自覚を

なお一層喚起し、綱紀の粛正、厳正な服務規律の確保に一段と努めるとともに、これまで

の取り組みを再確認し、信用失墜行為の根絶に向けて、所属職員への指導を指示したとこ

ろです。今後は、再発防止に向け、指導を徹底し信頼回復に努めてまいります。 

令和５年４月 25日 

静岡市教育長 赤堀 文宣 
 

 

 
連絡先 教職員課人事第１係 

電 話  054-354-2530 


